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   ○宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会規程 
 
                           
                           
                           
            

 
       
  

 
      

 

 

 

平成 16 年４月１日
制      定 

   

改正 平成 19 年３月 ５日 平成 19 年６月 12 日 
平成 20 年３月 19 日 平成 24 年３月 28 日
平成 27 年９月 16 日 令和 ６年２月 21 日 

 
 
 (趣旨) 
第１条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程第５条第２項の規

定に基づき、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」と
いう。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
 (審議事項) 
第２条 委員会は、総合周産期母子医療センターの運営に関する事項を審議する。 
 
 (組織) 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 
 (1) 総合周産期母子医療センター長 
 (2) 副総合周産期母子医療センター長 
 (3) 小児科の科長及び副科長 
 (4) 産科・婦人科の科長及び副科長    
 (5) 総合周産期母子医療センター、小児科及び産科・婦人科の病棟医長 
 (6) 小児科及び産科・婦人科以外の診療科の科長のうちから３人(内科系から１人、外科系から２

人とする。) 
 (7) 医学部及び医学部附属病院の准教授又は講師のうちから２人(内科系及び外科系から各１人

とする。) 
 (8) 看護部長 
 (9) 総合周産期母子医療センター担当看護師長 
 (10) 医事課長 
 (11) その他委員長が必要と認める者 
２ 前項第６号、第７号及び第１１号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病

院長が委嘱する。 
 
 (任期) 
第４条 前条第２項に掲げる委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生

じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
 (委員長) 
第５条 委員会に委員長を置き、総合周産期母子医療センター長をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。 
４ 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。 
 
 (会議) 
第６条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
２ 委員会は、第３条第１項第 1 号以外に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員

会に出席できないときは、当該委員が所属する部署の者を代理者として出席をさせることができ
る。 

３ 委員が職務の都合上やむを得ず委員会に出席できない場合は、委任状（別紙様式）の提出をも
って当日会議に出席できる委員を代理人とし議決権の行使を委任することができる。なお、当該
委員については、代理人もしくは委員長への委任をもって出席したものとみなす。 

 
 (委員以外の者の出席) 
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第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取
することができる。 

 
 (事務) 
第８条 委員会の事務は、医事課において処理する。 
 
 (雑則) 
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
 
 
   附 則 
 この規程は、平成 16 年 ４月 １日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成 19 年 ４月 １日から施行する。 
 

附 則 
  この規程は、平成 19 年 ６月 12 日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成 20 年 ４月 １日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成 24 年 ４月 １日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成 27 年 10 月 １日から施行する。 
 

附 則 
 この規程は、令和 ６年 ２月 21 日から施行する。 
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別紙様式（第６条関係） 

 

 

委 任 状 

 

 

私は、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会規程第６条第３項の規

定に基づき、次の者を代理人と定め、  年  月  日に開催される総合周産期母子医療セン

ター運営委員会に関する一切の権限を委任します。 

 

 

□代理人に委任する 

（代理人）所属               

氏名               

 

□委員長に一任する 

（欠席理由） 

 

 

 

 年 月 日 

総合周産期母子医療センター運営委員会委員長 殿 

 

所属            

氏名            

 

 

注意事項：代理人は当日会議に出席できる委員とし、あらかじめ委任する旨の了承を 

得てください。 

 


